
山梨県就職支援サイト 令和 8 年期 掲載企業募集要領 

 

1. 募集の趣旨 

山梨県では、県内就職の促進と地域経済の活性化を図るため、「山梨県公式就職支援サ

イト やまナビ！」（以下「本サイト」という。）を運営しています。 

本サイトは、県内企業の魅力や採用情報を学生等の求職者に広く発信し、県内企業と求

職者をつなぐ情報発信プラットフォームです。 

この度、令和 8 年期に本サイトへ企業情報を掲載していただける企業・団体等を下記の

とおり募集します。 

 

2. 本サイトの特徴 

本サイトでは、以下のような機能・サービスを提供しています。 

企業情報ページの編集・更新 

• 自社の基本情報、福利厚生等の魅力、働き方、先輩社員の声などの掲載 

• 企業情報ページでは画像、動画の掲載も可能 

• 採用情報（新卒・中途）、インターンシップ・就業体験、イベント情報の掲載 

AI 診断 

• アンケートを基に貴社の求める人材要件を分析し、求める人物像についてコメント表示 

• AI による企業と求職者のマッチング度診断 

いいね機能 

• 求職者と企業が相互に「いいね」を送り合える 

• 企業から関心のある求職者へのアプローチが可能 

県主催イベントとの連携 

• 合同企業説明会等の県主催イベント情報の提供 

（※合同就職説明会等の参加は本サイトの掲載企業が対象となります） 

申込受付機能 

• 自社が実施する企業説明会・インターンシップ等への申し込みをサイトで受付可能 

 

3. 募集期間 

令和 8 年１月 13 日（火）9 時から随時受付 

※令和 8 年 3 月 1 日（日）のサイトオープン時に企業情報を掲載する場合は、2 月 20 日

（金）17 時 15 分までに事前登録を行う必要があります。 

 

4. 対象企業等 

以下の要件をすべて満たす企業・団体等が対象となります。 

(1) 山梨県内に事業所（本店、支店、事業所、営業所その他これらに類するものをい



う。）を有すること。 

(2) 山梨県内を就業地とする正社員の採用を予定していること。 

(3) 山梨県暴力団排除条例（平成 22 年山梨県条例第 35 号）第 2 条第 1 号に規定する暴

力団でないこと、若しくは同条第 2 号に規定する暴力団員が役員でないこと、又は暴力

団との密接な関係がないこと。 

(4) 次のいずれにも該当しないこと 

 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業又は性風俗関

連特殊営業を主たる業とする企業 

 イ 射幸心を著しく煽る遊技場を営む企業 

 ウ 青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる業種を主たる業とす

る企業 

 エ 公序良俗に反する事業又は反社会的な活動を行っている企業 

 オ その他、掲載事業の社会的な信頼性を維持する上でふさわしくなく、県が求職者に

紹介することが適当でないと認める企業 

(5) 本サイトの利用規約を遵守できること。 

(6) 県が行う採用者に関する調査や雇用状況の調査に協力できること。 

 

5. 掲載料 

(1) 令和 8 年期の掲載料について 

令和 8 年期は、本サイトの開設初年度として、企業の皆様に広くご利用いただくた

め、掲載料を無料とします。 

掲載期間は令和 8 年 3 月 1 日から令和 9 年 2 月 28 日までの 1 年間です。この期間

中、本サイトのすべての機能を無料でご利用いただけます。 

 

(2) 令和 9 年期以降の掲載料について 

本事業は、国の補助事業（地域活性化雇用創造プロジェクト）に申請中であるため、

令和 9 年期以降の掲載料については、補助事業の採択状況によって確定いたします。 

 【補助事業が採択された場合】 

令和 10 年期まで引き続き無料掲載が可能となります。 

 【補助事業が採択されなかった場合】 

無料期間終了後の令和 9 年 3 月 1 日～令和 10 年 2 月 28 日掲載分から掲載料金が発生

いたします。 

※採択結果については、令和 8 年 4 月中にはご連絡できる見込みです。 

 

 

 



現時点での想定掲載料については、次のとおりです。 

区分 料金 

掲載料 

年間 30,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、利用契約日が令和 9 年 9 月 1 日以降の場合は、15,000 円

（消費税及び地方消費税を含む） 

※確定した金額は令和 9 年期の募集要領に記載いたします（本サイトの運営に要する経

費、施策効果、社会経済情勢、掲載企業数等を勘案し確定します）。 

※令和 9 年 3 月 1 日以降も掲載の継続を希望される場合は、県から継続の意思確認を行

いますので、更新の申し込みを行ってください。申し込みがない場合、または掲載料

をお支払いいただけない場合は、令和 9 年 2 月 28 日をもって掲載を終了します。 

 

(3) 注意事項 

• 年度途中の申し込みは可能です。令和 9 年期については、令和 9 年 8 月 31 日まで

の申し込みは年額と同額、同年 9 月 1 日以降の申し込みは半額となります。その

他、月割及び日割り計算はしません。 

• お支払いいただいた掲載料は、理由の如何を問わず原則として返還いたしません

（県の都合により掲載できなかった場合を除く）。 

• 掲載料は、サイト運営費用（システム保守、サーバー費用、管理費等）や関連する

県雇用施策等に充当します。 

• 無料期間中であっても、本サイトの利用規約は適用されます。 

• 規約違反があった場合は、掲載を停止することがあります。 

 

6. 申込方法 

【STEP1】 新規申込みフォームにアクセス 

本サイトの「企業向け新規申込みフォーム」にアクセスしてください。 

【STEP2】 必要事項を新規申込みフォームに入力 

以下の情報を入力していただきます。 

■企業の基本情報（業種や従業員数など） 

■企業 PR（事業内容、職場環境など） 

■担当者情報 

■誓約・確認事項（暴力団排除に関する誓約、利用規約・個人情報保護方針への同意） 

【STEP3】送信 

入力内容を確認の上、送信してください。 

 

7. 申込から掲載開始までの流れ 

①事前申込み（令和 8 年 3 月 1 日以前） 



【企業】事前申込専用の申込みフォームから申請 

    ↓ 

【県】申請内容の審査 

    ↓ 

【県】承認後、申請データをサイトへ取り込み（承認の連絡等は行いません） 

    ↓ 

【県】サイトオープンに合わせてログインパスワードをメール送信（3 月 1 日送信予定） 

    ↓ 

【企業】ログインし、採用情報・インターンシップ情報等を登録 

    ↓ 

【企業】更新した内容の掲載承認申請 

    ↓ 

【県】 内容確認・承認 

    ↓ 

【完了】更新した内容の掲載 

 

②通常申込み（令和 8 年 3 月 1 日以降） 

【企業】新規登録フォームから申請 

    ↓ 

【県】 申請内容の審査（約 1～2 週間） 

    ↓ 

【県】承認後・パスワードをメール送信（企業ページの公開） 

    ↓ 

【企業】ログインして AI 診断を受診、採用情報・インターンシップ情報等を登録 

    ↓ 

【企業】更新した内容の掲載承認申請 

    ↓ 

【県】 内容確認・承認 

    ↓ 

【完了】更新した内容の掲載 

 

 

 

 

 

 



サイトオープンまでのスケジュール目安 

時期 内容 

令和 8 年 1 月 13 日 事前登録の申込受付開始 

令和 8 年 1 月 順次審査・承認 

令和 8 年 2 月 企業情報の取り込み作業 

令和 8 年 3 月 1 日 サイト公開・掲載開始 

令和 8 年 3 月 1 日以降 随時サイトの新規登録受付 

 

8. 掲載期間と更新 

掲載期間 

令和 8 年３月 1 日～令和 9 年２月２８日（1 年間） 

情報更新 

企業情報は掲載期間中、随時更新可能です。定期的な更新をお勧めします。 

継続掲載の確認 

令和８年１2 月頃、次年度の継続掲載の意思確認を行います。 

 

9. 注意事項 

   必ずご確認ください 

(1) 審査について 

• 申込内容を審査し、要件を満たさない場合は掲載をお断りすることがあります。 

• 審査の結果、掲載できない場合でも、理由の開示は行いません。 

(2) 企業ページの公開について 

• 企業ページの公開には県の承認が必要です。 

• 虚偽の情報や不適切な内容がある場合は、承認されません。 

(3) 無料期間終了後の掲載料の返金について 

• お支払いいただいた掲載料は、原則として返還いたしません。 

• 県の都合により掲載できなかった場合のみ、返還いたします。 

(4) 規約違反について 

• 利用規約に違反した場合、掲載を停止することがあります。 

• 掲載停止の場合でも、掲載料の返還はいたしません。 

(5) 情報更新について 

• 1 年以上情報更新がない場合、県から更新を依頼します。 

• 更新依頼に応じない場合、掲載を停止することがあります。 

 

10. 個人情報の取扱い 

ご提供いただいた個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57



号）、山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 4 年山梨県条例 50 号）および別

途定める個人情報保護方針に基づき適切に管理します。 

 

11. お問い合わせ先 

山梨県 総合県民支援局 働く人・働き方支援課 

住所: 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内 1-6-1 

電話: 055-223-1562 

E-mail: jinzai-bank@pref.yamanashi.lg.jp 

受付時間: 平日 8:30～17:15（土日祝日、年末年始を除く） 

 

 


